
 

 

神奈川県土砂の適正処理に関する条例 

e-kanagawaでの申請方法（津久井治水センター版） 

 

 

【津久井治水センターで電子申請を受け付けている届出】 

 

※e-kanagawaでは土砂埋立行為届、土砂埋立行為変更届、土砂埋立行為着手届も提出可能ですが、 

相模原市での土砂埋立行為は「相模原市土砂等の埋立等の規制に関する条例」が適用となるため、相模原市へご相談ください。 

 

 

【申請の操作手順】 

 

インターネットで「e-kanagawa 電子申請」と検索 

 

 

 https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_initDisplay 

 

 

 

処理計画書

（第１号様式）

処理計画変更届

（第３号様式）

処理計画補完書

（第４号様式）

処理結果（廃止）
報告書

（第５号様式）

 

利用者登録がお済みでない場合 

こちらから新規登録 

 

① e-kanagawa電子申請 

にアクセス 
こちらのページを開いてください 

② トップページにて 

画面右上「ログイン」から 

ログイン 

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_initDisplay


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メールアドレスをご入力ください。 

（そのまま利用者ＩＤとなります。） 

 

「登録する」を押すと 

本登録のためのＵＲＬを記載した 

メールが届きます。 

 

ＵＲＬから 

必要事項をご登録ください。 

 

以上で利用者登録は完了です。 

画面右上   

をクリックすると 

こちらのページに移動します。 

 

利用規約をお読みになり、 

ご理解いただけましたら 

同意して進んでください。 

利用者登録 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ログイン後、トップページにて 

「土砂の適正処理に関する条例」 

で検索 

こちらに入力 

③ 手続き一覧より、 

ご利用になりたい届出を選択 



 

 

 

 

 

  

④ 説明と利用規約を 

読み、同意して進む 



 

 

 

⑤ 申請に必要な事項を記入し、

添付書類をアップロード 



 

 

 

 

・搬出先の位置図、区域図 

・搬出先に係る法令等の許可書 

・建設先から搬出先の経路図 

を添付してください。 

 

・建設場所の位置、区域図 

を添付してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 【申請の状況確認・修正の操作手順】 

 

 

 

 

※申込情報の修正は、処理状況が「処理待ち」又は「返却中」の場合のみ可能です。 

 

 

 

 

お問合せ先：津久井治水センター 許認可指導課 

住所：神奈川県相模原市緑区中野 937-２ 

電話番号：042-784-1111（代表） 

 

 

 

令和６年７月 作成

⑥ 全ての項目を入力し終えたら、「確認へ進む」をクリック 

申込内容を確認し、問題がなければ「申込む」をクリック 

以上で手続きは完了です 

※提出の内容に不備や不足がある場合は、当センターからご連絡することがございます 

 

 

申込が完了すると、登録のメールアドレス宛に 

整理番号が届きますので、これらは必ず保管してください！ 

申請の状況を確認する際に必要になります！ 

 

 

 

トップページ上部 

〉申込内容照会 をクリック 

申込済の申請一覧が 

表示されます。 


